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大東文化大学 大学評議会議事録要旨 

 

日     時：令和 6年 1月 15 日（月） 16 時 00分～16 時 38 分 

場     所：大東文化大学板橋校舎 2号館 2階 2-0220 会議室 

              東松山校舎管理棟 3階第 1会議室 ※遠隔会議システム利用 

構  成  員：52 名（定足数 35名） 

出  席  者：40 名 

議     長：高橋 進 

 

報 告 事 項： 

１．理事会および常務審議会報告について 

学務部長より、12 月 13 日開催の常務審議会および 12 月 20 日開催の理事会の議案について、

資料に基づき報告があった。 

２．「学部学科におけるキャリア支援に関する取り組みアンケート」の実施について（お願い） 

キャリアセンター事務室室長より、「学部学科におけるキャリア支援に関する取り組みアンケー

ト」の実施について、資料に基づき報告があった。 

３．25 卒向け学内 WEB 就職セミナーの開催について 

キャリアセンター事務室室長より、25 卒向け学内 WEB 就職セミナーの開催について、資料に基

づき報告があった。 

４．2023 年度大東文化大学教育職員研究活動等報告シートの提出について 

研究推進室事務長より、2023 年度大東文化大学教育職員研究活動等報告シートの提出について、

資料に基づき報告があった。 

５．令和６(2024)年度科学研究費助成事業（科研費）における基盤研究（B）の基金化について 

研究推進室事務長より、令和６(2024)年度科学研究費助成事業（科研費）における基盤研究（B）

の基金化について、資料に基づき報告があった。 

６．2023 年度職員研究教育活動顕彰規程（梧桐賞）による申請・推薦について 

学務課長より、2023 年度職員研究教育活動顕彰規程（梧桐賞）による申請・推薦について、資

料に基づき報告があった。 

７．その他 

議長より、同日開催（2024 年 1月 15 日開催）の学部長会議における委員からの意見・要望等に

ついて報告があった。 

 

報告承認事項： 

１．学園・大学役職者（副学長）の推薦等について 

議長より、学園・大学役職者（副学長）の推薦等について、資料に基づき報告があり、審議の結

果、これが承認された。 

 

議    案： 

１．大東文化大学学則（外国語学部英語学科 第 23 条の 11（授業科目の開設等）、12（履修方法、進

級要件及び卒業要件））の改正（案）について 
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外国語学部長より、大東文化大学学則（外国語学部英語学科 第 23 条の 11（授業科目の開設等）、

12（履修方法、進級要件及び卒業要件））の改正（案）について、資料に基づき説明があり、審議

の結果、これを理事会に付議することが承認された。 

２．中国文学科「「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）」の改正（案）について 

文学部長より、中国文学科「「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）」の改正

（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これが承認された。 

３．書道学科「「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）」の改正（案）について 

文学部長より、書道学科「「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）」の改正（案）

について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これが承認された。 

４．外国語科目（英語以外）「「教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）」の改正（案）

について 

東松山キャンパス運営委員会委員長より、外国語科目（英語以外）「「教育課程編成・実施の方

針」（カリキュラム・ポリシー）」の改正（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、

これが承認された。 

５．全学共通科目「「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）」の改正（案）につい

て 

東松山キャンパス運営委員会委員長より、全学共通科目「「教育課程編成・実施の方針」（カリキ

ュラム・ポリシー）」の改正（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これが承認

された。 

６．その他 

委員より私立学校法の改正に基づく寄附行為の変更に係る進め方について意見・要望があった。 

 

以上 

 


